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規 則

高知県産業人材定着支援基金条例施行規則をここに公布する。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 1号

高知県産業人材定着支援基金条例施行規則

（趣旨）

第 1条　この規則は、高知県産業人材定着支援基金条例（平成28

年高知県条例第 8 号。以下「条例」という。）の規定に基づ

き、支援金（条例第 5 条に規定する支援金をいう。以下同

じ。）の交付その他条例の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（教育施設）

第 2条　条例第 5条第 1号の学校教育法（昭和22年法律第26号。

以下「法」という。）第104条第 1 項の大学と同等以上の教育

施設として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

( 1 )　法第104条第 1 項の大学に置かれる専攻科、大学院の修

士課程（大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第 3条

の修士課程をいい、同令第 4条第 4項の前期 2年の課程及び

同項ただし書の 2 年を超えるものとした前期の課程を含

む。）又は大学院のうち専門職大学院

( 2 )　法第108条第 2項の大学又は法第115条第 1項の高等専門

学校に置かれる専攻科（学位規則（昭和28年文部省令第 9

号）第 6条第 1項に規定する専攻科として独立行政法人大学

改革支援・学位授与機構が認定したものに限る。）

( 3 )　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第155

条第 1項第 5号に規定する文部科学大臣が指定した専修学校

の専門課程

（卒業の時期の特例）

第 3 条　法第104条第 1 項の大学に置かれる大学院の博士課程

（大学院設置基準第 4条の博士課程をいう。以下同じ。）を修

了した者の学位規則第 4条第 1項の規定による博士の学位の取

得（大学院設置基準第17条第 1項（同条第 2項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に規定する博士課程の修了

の要件のうち大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格する

ことの要件のみを満たさなかった者が大学院を退学することを

含む。）については、条例第 5条第 2号、第 7条第 1項第 1号

及び第 9条第 1項第 1号に掲げる大学等（条例第 5条第 1号に

規定する大学等をいう。以下同じ。）を卒業後 6月以内である

要件に係る卒業とみなす。

（公務員等の除外）

第 4 条　条例第 5 条第 2 号に規定する就職には、国、公共法人

（法人税法（昭和40年法律第34号）第 2条第 5号に規定する公

共法人をいう。以下この条において同じ。）、公庫等（国家公

務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第 7 条の 2 第 1 項に

規定する公庫等をいい、公共法人を除く。以下この条において

同じ。）又は国若しくは普通地方公共団体が資本金、基本金そ

の他これらに準ずるものの 2分の 1以上を出資している一般社

団法人、一般財団法人若しくは株式会社（公共法人及び公庫等

を除く。）の職員となることを含まないものとする。

（支援金の総額の限度）

第 5条　条例第 6条第 3項の大学等の在学中に貸与を受けた学資

金（条例第 5条に規定する学資金をいう。以下同じ。）の総額

の算定に当たっては、大学等の在学中に学資金の貸与を受けた

期間のうち72月に係る学資金の総額を限度とする。この場合に

おいて、当該72月の決定については、知事が別に定める。

2　前項の規定により大学等の在学中に学資金の貸与を受けた期

間が72月を超えていた場合において学資金の総額の限度とする

72月が決定されたときは、条例第 6条第 1項に規定する返還月

額及び返還想定月額は、当該72月に係る学資金の返還に係るも

のに限り対象とするものとする。

3　条例第 6条第 3項の25,000円に乗じる月数は、大学等の在学

中に学資金の貸与を受けた期間のうち72月を限度とする。

（支援候補者の申請手続）

第 6条　条例第 7条第 1項の支援候補者（条例第 5条第 4号に規

定する支援候補者をいう。以下同じ。）の決定を受けようとす

る者は、別記第 1号様式による支援候補者資格申請書に次に掲

げる書類を添えて、知事が別に定める日までに知事に提出しな

ければならない。

( 1 )　大学等の成績証明書（機構（条例第 1条に規定する機構

をいう。以下同じ。）から学資金の貸与を受けていた間のも

の及び卒業時の直近のものに限る。）及び第 3条の規定の適

用を受ける者にあっては、博士課程での直近の成績証明書

( 2 )　機構が発行した貸与奨学金返還確認票の写し（機構から

貸与を受けた学資金の総額及び条例第 6条第 1項に規定する

返還想定月額を確認することができるものを含む。）及び申

請前から学資金を返還している者にあっては、機構への学資

金の返還状況を証明する書類

( 3 )　条例第 5条第 2号に規定する会社又は個人事業者（第12

条第 2号において「会社等」という。）への就職を予定して

いる者にあっては、内定通知書の写しその他県内において就

職（条例第 5条第 2号に規定する就職をいう。第 8条第 1項

において同じ。）をすることを証明する書類

( 4 )　県内において自ら事業を開始しようとする者にあって

は、そのことを確認することができる書類

( 5 )　前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める

書類

2　前項に規定する申請の期限によることが困難であると認めら

れるときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に期限を定め

るものとする。

（支援候補者の決定等の通知）

第 7条　知事は、条例第 7条第 2項の規定による申請を受理した

ときは、別に定める方法により選考の上、支援候補者として決

定した者にあっては別記第 2号様式による支援候補者資格承認

決定通知書により、支援候補者として決定しなかった者にあっ

ては別記第 3号様式による支援候補者資格不承認決定通知書に

より、速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとす

る。

（就職時等の報告書の提出）

第 8条　条例第 7条第 1項の規定により支援候補者として決定を
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受けた者は、県内において就職をしたとき（当該決定を受けた

ときに、現に県内において就職をしている場合を含む。）に

あっては別記第 4号様式による就業開始報告書を、機構への学

資金の返還を開始したときにあっては別記第 5号様式による学

資金返還開始報告書をそれぞれ知事に提出しなければならな

い。

2　前項の就業開始報告書には、住民票の写しを添えなければな

らない。

（毎年度の報告手続）

第 9条　条例第 8条第 1項の規定による知事への報告は、別記第

6号様式による現況報告書により前年度における就業状況及び

機構への学資金の返還状況について 4月末日までにしなければ

ならない。

（変更等の届出手続等）

第10条　条例第 8条第 2項の規定による知事への届出は、次の各

号のいずれかに該当した場合において、別記第 7号様式による

変更等届出書によりしなければならない。

( 1 )　氏名又は住所を変更したとき。

( 2 )　病気その他の理由により 1 月以上継続して休職したと

き。

( 3 )　労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第 1項又は第

2項の規定により産前産後の休業をするとき。

( 4 )　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成 3年法律第76号）第 5条第 1項の規

定に基づき育児休業をするとき。

( 5 )　離職したとき（離職の原因が雇用されていた会社が倒産

し、又は個人事業者が廃業したことに伴うものである場合を

含む。）。

( 6 )　機構から学資金の返還を猶予されたとき。

( 7 )　機構から前号の猶予を取り消されたとき。

( 8 )　機構から学資金の返還を免除されたとき。

( 9 )　第 8条第 1項の就業開始報告書により報告した事項に変

更が生じたとき。

(10)　第 8条第 1項の学資金返還開始報告書により報告した事

項に変更が生じたとき。

(11)　前各号に掲げる場合のほか、条例第 8条第 1項の規定に

より報告した事項に変更が生じたとき。

2　知事は、前項の届出があった場合において、当該届出の内容

等を確認する必要があると認めるときは、住民票の写しその他

必要な書類の添付を求めることができる。

3　支援候補者は、支援金の交付を辞退しようとするときは、別

記第 8号様式による支援金交付辞退届を知事に提出しなければ

ならない。

（支援候補者の資格の取消しの通知）

第11条　知事は、条例第 9条第 1項の規定に基づき支援候補者の

資格を取り消したときは、別記第 9号様式による支援候補者資

格取消し通知書により直ちに当該支援候補者に通知するものと

する。

（支援金の交付の申請手続）

第12条　条例第10条第 1項の規定により支援金の交付を受けよう

とする支援候補者は、別記第10号様式による支援金交付申請書

兼請求書に次に掲げる書類を添えて、就業期間（条例第 6条第

1項に規定する就業期間をいう。以下この条において同じ。）

が 4年又は 8年に達した日から 3月以内に知事に提出しなけれ

ばならない。

( 1 )　機構への学資金の返還状況を証明する書類

( 2 )　会社等に雇用されている支援候補者にあっては、会社等

が作成した継続雇用を証明する書類

( 3 )　自ら事業を営む支援候補者にあっては、当該事業を開始

した年度（就業期間が 8年に達した日後の申請にあっては、

就業期間が 4年に達した日後の申請において提出した年度の

ものの次年度）から支援金の交付を受けようとする年度の前

年度までの確定申告書の控えの写し

( 4 )　前 3号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める

書類

（支援金の交付の決定の通知）

第13条　知事は、条例第10条第 1項の規定による支援金の交付を

決定したときは、別記第11号様式による支援金交付決定通知書

により速やかに当該支援候補者に通知するものとする。

（支援金の交付の取消しの通知）

第14条　知事は、条例第11条の規定に基づき支援金の交付を取り

消したときは、別記第12号様式による支援金交付決定取消し通

知書により直ちに当該被交付者（同条に規定する被交付者をい

う。以下同じ。）に通知するものとする。

（支援金の返還の猶予の手続）

第15条　条例第12条第 1項の規定に基づき支援金の返還の猶予を

受けようとする被交付者は、別記第13号様式による支援金返還

猶予承認申請書を前条の通知を受けた日から10日以内に知事に

提出しなければならない。

2　知事は、前項の支援金返還猶予承認申請書を受理した場合に

おいて、支援金の返還の猶予を承認したときは、別記第14号様

式による支援金返還猶予承認通知書により速やかに当該被交付

者に通知するものとする。ただし、当該支援金の返還を猶予す

ることができる期間は、前項の規定による申請を受理した日か

ら 3年を超えることができない。

（支援金の分割返還の申請等）

第16条　条例第12条第 2項の規定に基づき支援金の返還の分割納

付をしようとする被交付者は、別記第15号様式による支援金返

還分割納付承認申請書を前条第 2項の支援金返還猶予承認通知

書を受け取った日から10日以内に知事に提出しなければならな

い。

2　知事は、前項の支援金返還分割納付承認申請書を受理した場

合において、支援金の返還の分割納付を承認したときは、別記

第16号様式による支援金返還分割納付承認通知書により速やか

に当該被交付者に通知するものとする。 

3 　前項の通知を受けた被交付者は、前条第 2項の通知により支

援金の返還を猶予された期間内に、半年賦の均等払方式により

当該支援金を返還しなければならない。ただし、繰上返還をす

ることを妨げない。

4　支援金の返還の分割納付に伴う利息は、これを付さないもの

とする。

（延滞利子）

第17条　条例第13条第 1項の規定により延滞利子を徴収する場合

において、同項の規定により計算した延滞利子の額に100円未

満の端数があるとき又は延滞利子の額が500円未満であるとき

は、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

2　条例第13条第 3項の規定に基づき延滞利子を減額し、又は免

除するときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

( 1 )　災害等の理由により返還すべき日までに支援金を返還す

ることができなかったとき。

( 2 )　前号に掲げる場合のほか、返還すべき日までに支援金を

返還することができなかったことについてやむを得ない理由

があると認められるとき。

( 3 )　前 2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認

めるとき。

3 　条例第13条第 3 項の規定に基づく延滞利子の減額又は免除

は、知事が特に認めるときを除き、延滞利子の減額又は免除を

受けようとする被交付者（当該債務を相続した者を含む。）か

らの申請により行うものとする。

（委任）

第18条　この規則に定めるもののほか、支援金の交付その他条例

の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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   返還開始年月 年    月 

 (２) 貸与額 月額       円（総額        円） 

 貸与期間 年  月  日～    年  月  日 

 返還
予定 

月賦返還の場合 月賦額       円 

 併用返還の場合 月賦額      円・半年賦額       円 

 返還開始年月 年    月 

自己ＰＲ 学生時
代に力
を注い
だ事柄 

学業、ゼミ、
留学等につい
て 

 

 

 

 

部活動、サー
クル活動、ア
ルバイト、ボ
ランティア活
動等について 

 

 

 

 

今後の
取組目
標及び
抱負 

仕事について 

 

 

 

 

高知県の活性
化について 

 

 

 

 

大学等の在学中に取得した資格等  

就職予定先へ
の問い合わせ
に関する同意 

□ 支援候補者の決定を受けるに当たり、支援候補者としての要件の具備の確
認等のため、県から就職予定先に対して必要な情報の提供を求めることにつ
いて同意します。 

注 １ 「在学中の大学等」欄は、在学中の大学等のほか、独立行政法人日本学生支援機構（以下

「機構」といいます。）から第一種学資金（無利息の学資金）の貸与を受けていた間に在学

していた大学等についても記入し、それぞれに対応して「学資金の貸与状況等」欄を記入し

てください。 

２ 「卒業後の就職予定」の「就職予定先」欄は、該当するものについて記入し、その志望し

た理由について、「卒業後の就職予定」の「上記を志望した理由」欄に簡潔に記入してくだ

さい。 

３ 「自己ＰＲ」欄は、それぞれの項目について簡潔に記入してください。 

４ この申請書には、次に掲げる書類を添えてください（申請時に添付することができない場

合は、後日に提出することができます。）。 

(１) 大学等の成績証明書（機構から第一種学資金（無利息の学資金）の貸与を受けていた

間のもの及び卒業時の直近のものに限ります。）及び大学院の博士課程を修了した（単位

取得退学を含みます。）場合は、その博士課程での直近の成績証明書 

(２) 機構が発行した貸与奨学金返還確認票の写し（機構から貸与を受けた第一種学資金

（無利息の学資金）の総額及び機構が定めた返還想定月額を確認することができるものを

含みます。）及び申請前から機構へ第一種学資金（無利息の学資金）を返還している場合

は、その返還状況を証明することができる書類 

(３) 会社又は個人事業者への就職を予定している場合は内定通知書の写しその他県内にお

いて就職をすることを証明することができる書類、県内において自ら事業を開始しようと

する場合はそのことを確認することができる書類 

５ 「就職予定先への問い合わせに関する同意」欄を確認の上、□内にレ印を付けてくださ
い。 

別記 
第１号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

高知県知事 様 

 

申請者 郵便番号 

住所 

氏名
ふりがな

               ㊞ 

生年月日 

電話番号 

 

支援候補者資格申請書 

 

高知県産業人材定着支援基金条例第７条第１項の支援候補者の決定を受けたいので、同条第２項

及び高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第６条の規定により次のとおり関係書類を添えて申

請します。 

在学中の
大学等 

区分 名称 学部、学科等 在学期間 

(１)   年 月 日～   年 月 日 

(２)   年 月 日～   年 月 日 

卒業予定年月日 年    月    日 

卒業後の
就職予定 

就職予定年月日 年    月    日 

就
職
予
定
先 

会社に
雇用さ
れる場
合 

社名  

本社又は本店の所
在地  

代表者の職・氏名  

電話番号  

個人事
業者に
雇用さ
れる場
合 

屋号等  

主たる事務所又は
事業所の所在地  

事業者の氏名  

電話番号  

自ら事
業を開
始する
場合 

業種等  

事業の概要  

事務所又は事業所
の所在地  

上記を志望
した理由 

 

 

 

 

学資金の
貸与状況
等 

(１) 貸与額 月額       円（総額        円） 

貸与期間 年  月  日～    年  月  日 

  返還
予定 

月賦返還の場合 月賦額       円 

  併用返還の場合 月賦額      円・半年賦額       円 
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第３号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

高知県知事          □印  

 

支援候補者資格不承認決定通知書 

 

年  月  日付けで申請がありました支援候補者の資格については、選考の結果、高

知県産業人材定着支援基金条例第７条第１項の支援候補者としての決定ができなかったので、高知

県産業人材定着支援基金条例施行規則第７条の規定により通知します。 

 

第２号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

高知県知事          □印  

 

支援候補者資格承認決定通知書 

 

年  月  日付けで申請がありました支援候補者の資格については、選考の結果、高

知県産業人材定着支援基金条例第７条第１項の支援候補者としての決定をしましたので、高知県産

業人材定着支援基金条例施行規則第７条の規定により通知します。 
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第５号様式（第８条関係） 

年  月  日 

 

高知県知事 様 

 

支援候補者 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

 

学資金返還開始報告書 

 

独立行政法人日本学生支援機構への学資金の返還を開始しましたので、高知県産業人材定着支援

基金条例施行規則第８条第１項の規定により次のとおり報告します。 

貸与額 月額          円（総額             円） 

貸与期間 年  月  日～     年  月  日 

返還
月額
等 

月賦返還の場合 月賦額         円 

併用返還の場合 月賦額         円・半年賦額            円 

返還開始年月 年     月 

貸与額 月額          円（総額             円） 

貸与期間 年  月  日～     年  月  日 

返還
月額
等 

月賦返還の場合 月賦額         円 

併用返還の場合 月賦額         円・半年賦額            円 

返還開始年月 年     月 

注 １ 独立行政法人日本学生支援機構から第一種学資金（無利息の学資金）の貸与を複数の学種

において受けていた場合は、その学種ごとに記入してください。 

２ この報告書は、学資金の返還を開始した後１月以内に提出してください。 

 

第４号様式（第８条関係） 

年  月  日 
 

高知県知事 様 
 

支援候補者 郵便番号 

住所 

氏名
ふりがな

               ㊞ 

電話番号 
 

就業開始報告書 
 

県内において就業を開始しましたので、高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第８条の規定

により次のとおり関係書類を添えて報告します。 

就業開始年月日 年    月    日 

就業
状況 

会社に雇
用された
場合 

社名  

本社又は本店の所
在地  

代表者の職・氏名  

電話番号  

社内
での
配属
状況 

部署名  

所在地  

電話番号  

個人事業
者に雇用
された場
合 

屋号等  

主たる事務所又は
事業所の所在地  

事業者の氏名  

電話番号  

担当
業務
等 

担当業務等  

就業場所  

電話番号  

自ら事業
を開始し
た場合 

業種等  

事業の概要  

事務所又は事業所
の所在地  

電話番号  

注 １ この報告書には、住民票の写し（市町村から交付されたものの原本）を添えてください。 

２ この報告書は、県内において就業を開始した後（支援候補者として決定を受けたときに県

内において就業をしている場合は、その決定を受けた後）１月以内に提出してください。 
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第７号様式（第10条関係） 

年  月  日 

 

高知県知事 様 

 

支援候補者 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

メールアドレス 

 

変更等届出書 

 

高知県産業人材定着支援基金条例第８条第２項並びに高知県産業人材定着支援基金条例施行規則

第10条第１項及び第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

変更等事項 

１ 氏名を変更した。 

２ 住所を変更した。 

３ 病気その他の理由により１月以上継続して休職した。 

４ 産前産後の休業を取得することにした。 

５ 育児休業を取得することにした。 

６ 離職した。 

７ 独立行政法人日本学生支援機構から学資金の返還を猶予された。 

８ 独立行政法人日本学生支援機構から学資金の返還の猶予を取り消された。 

９ 独立行政法人日本学生支援機構から学資金の返還を免除された。 

10 就業開始報告書又は現況報告書で報告した就業状況について変更があった。 

11 学資金返還開始報告書又は現況報告書で報告した独立行政法人日本学生支援

機構への学資金の返還状況について変更があった。 

事実発生年
月日 年     月     日 

変更内容等 

 

 

 

 

 

 

注 １ 「変更等事項」欄は、該当するものの番号を○で囲んでください。 

２ 「変更内容等」欄は、変更前及び変更後の内容、当該事実が生じた理由、休業の予定期間

等について詳しく記入してください。 

３ この届出書の提出に当たっては、届出の内容に応じて、住民票の写し（市町村から交付さ

れたものの原本）その他届出の事実を確認することができる書類の添付を求められることが

あります。 

第６号様式（第９条関係） 

年  月  日 
 
高知県知事 様 

 
支援候補者 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

メールアドレス 
 

現況報告書 
 
高知県産業人材定着支援基金条例第８条第１項及び高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第

９条の規定により、前年度における就業状況及び独立行政法人日本学生支援機構への学資金の返還

状況について次のとおり報告します。 

就業状況 １ 前回の報告内容（就業開始報告書での報告内容）と変更ありません。 

２ 前回の報告内容（就業開始報告書での報告内容）から変更がありました。 

（変更内容） 
 
 

学資金の
返還状況 

貸与額 月額       円（総額           円） 

貸与期間 年  月  日～     年  月  日 

返還
月額
等 

月賦返還の場合 月賦額       円 

併用返還の場合 月賦額       円・半年賦額         円 

学資金の返還期限猶予
を受けた場合は、その
期間 

年  月  日～     年  月  日 

返還済額等（前年度末
時点） 

返還済額            円 

返還未済額           円 

貸与額 月額       円（総額           円） 

貸与期間 年  月  日～     年  月  日 

返還
月額
等 

月賦返還の場合 月賦額       円 

併用返還の場合 月賦額       円・半年賦額         円 

学資金の返還期限猶予
を受けた場合は、その
期間 

年  月  日～     年  月  日 

返還済額等（前年度末
時点） 

返還済額            円 

返還未済額           円 

注 １ 「就業状況」欄は、該当するものの番号を○で囲んでください。 

２ 前回の現況報告書の提出以降に別記第７号様式による変更等届出書を提出した場合は、

「就業状況」の「（変更内容）」欄は、「提出済みの変更等届出書に記入したとおり」と記

入して差し支えありません。 

なお、今回の報告の際に変更がある場合は、同時に別記第７号様式による変更等届出書を

提出してください。 

３ 「学資金の返還状況」欄は、独立行政法人日本学生支援機構から第一種学資金（無利息の

学資金）の貸与を複数の学種において受けていた場合は、その学種ごとに記入してくださ

い。 

４ この報告書は、毎年度の４月末日までに、前年度の状況について提出してください。 
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第９号様式（第11条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

高知県知事          □印  

 

支援候補者資格取消し通知書 

 

高知県産業人材定着支援基金条例第９条第１項の規定に基づき下記の理由により支援候補者の資

格を取り消しましたので、高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第11条の規定により通知しま

す。 

 

記 

 

取消し理由 

 

第８号様式（第10条関係） 

年  月  日 

 

高知県知事 様 

 

支援候補者 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

 

支援金交付辞退届 

 

下記の理由により支援金の交付を辞退しますので、高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第

10条第３項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

辞退の理由 
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病気その他の理由に
より１月以上継続し
て休職した場合は、
その理由及び期間 

理由（                      ） 

期間（    年  月  日～    年  月  日） 

学資金の返
還実績 

貸与額 月額       円（総額          円） 

貸与期間 年  月  日～     年  月  日 

返還
月額
等 

月賦返還の場合 月賦額       円 

併用返還の場合 月賦額       円・半年賦額        円 

学資金の返還期限猶予
を受けた場合は、その
期間 

年  月  日～     年  月  日 

返還済額等（就業期間
が４年又は８年に達し
た日時点） 

返還済額            円 

返還未済額           円 

貸与額 月額       円（総額          円） 

貸与期間 年  月  日～     年  月  日 

返還
月額
等 

月賦返還の場合 月賦額       円 

併用返還の場合 月賦額       円・半年賦額        円 

学資金の返還期限猶予
を受けた場合は、その
期間 

年  月  日～     年  月  日 

返還済額等（就業期間
が４年又は８年に達し
た日時点） 

返還済額            円 

返還未済額           円 

※ 
交付決定額 円（月額       円×    月分） 

注 １ ※印欄は、記入しないでください。 

２ 産前産後の休業をした期間及び育児休業をした期間については、就業期間に含まれます

が、病気その他の理由により１月以上継続して休職した期間及び独立行政法人日本学生支援

機構から学資金の返還期限猶予を受けた期間については、就業期間には含まれません。 

３ 「学資金の返還実績」欄は、独立行政法人日本学生支援機構から第一種学資金（無利息の

学資金）の貸与を複数の学種において受けていた場合は、その学種ごとに記入してくださ

い。 

４ この申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添えてください。 

(１) 独立行政法人日本学生支援機構への学資金の返還状況を証明することができる書類 

(２) 会社等に雇用されている場合は、会社等が作成した別紙による在職証明書 

(３) 自ら事業を営んでいる場合は、事業を開始した年度（前回の申請時に提出した年度の

ものの次年度）から前年度までの確定申告書の控えの写し 

５ この申請書兼請求書は、就業期間が４年又は８年に達した日から３月以内に提出してくだ

さい。 

 

第10号様式（第12条関係） 

年  月  日 

 

高知県知事         様 

 

支援候補者 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

 

支援金交付申請書兼請求書 

 

高知県産業人材定着支援基金条例第10条第１項の規定により支援金の交付を受けたいので、同条

第３項及び高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第12条の規定により次のとおり申請します。 

申請の区分 １回目（４年経過時点） ・ ２回目（８年経過時点） 

申請額 円（月額       円×    月分） 

支援金の振
込先 

金融機関名
及び支店名 

 

預金種別及
び口座番号 

普通 ・ 当座  

フリガナ  

口座名義  

就業実績 会社に雇用
されている
場合 

社名  

本社又は本店の所
在地  

代表者の職・氏名  

電話番号  

就業経歴（配属
先、担当業務等）  

個人事業者
に雇用され
ている場合 

屋号等  

主たる事務所又は
事業所の所在地  

事業者の氏名  

電話番号  

就業経歴（担当業
務等）  

自ら事業を
営んでいる
場合 

業種等  

事業の概要  

事務所又は事業所
の所在地  

電話番号  

産前産後休業又は育
児休業を取得した場
合は、その期間 

産前産後 ・ 育児 年 月 日～  年 月 日 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
9
0
2
号

　
平
成

2
9
年

1
月
1
0
日
（
火
曜
日
）
　

99

第11号様式（第13条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

高知県知事          □印  

 

支援金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請がありました支援金の交付については、高知県産業人材定着

支援基金条例第10条第１項の規定により下記のとおり決定しましたので、高知県産業人材定着支援

基金条例施行規則第13条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付する支援金の額 

円 

 

２ 支援金を交付する年月日 

年  月  日 

 

別紙 

 

在職証明書 

 

支援候補者 住所  

氏名
ふりがな

  

生年月日 年     月     日 

雇用状況 採用年月日 年    月    日 

就業経歴（配属先、担
当業務等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休業、休職等があった
場合は、その期間等 

種別（                     ） 

理由（                     ） 

期間（    年  月  日～    年  月  日） 

記入担当者 部署名  

役職名  

氏名  

電話番号  

 

上記の者（支援候補者）は、正規雇用の者であり、記載内容に相違ないことを証明します。 

 

年  月  日 

 

所在地 

名称 

代表者の職・氏名               ㊞ 

電話番号 

 

 

 

注 １ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、賞与、退職金、諸手当等に

おいて就業規則等で定める通常の職員と同様の扱いとなる雇用形態をいいます。 

２ この在職証明書では、支援候補者の支援金の交付の申請に係る就業期間内について証明を

してください。 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
9
0
2
号

　
平
成

2
9
年

1
月
1
0
日
（
火
曜
日
）
　

1
0
1
0

第13号様式（第15条関係） 

年  月  日 

 

高知県知事 様 

 

被交付者 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

 

支援金返還猶予承認申請書 

 

高知県産業人材定着支援基金条例第12条第１項の規定に基づき下記のとおり支援金の返還の猶予

を受けたいので、高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第15条第１項の規定により申請しま

す。 

 

記 

 

１ 支援金の交付を受けた年月日 

年  月  日 

 

２ 交付を受けた支援金の額 

円 

 

３ 通知を受けた支援金の返還期日 

年  月  日 

 

４ 希望する猶予後の支援金の返還期日 

年  月  日 

 

５ 支援金の返還の猶予を申請する理由 

 

 

 

 

注 １ 支援金の返還を猶予することができる期間は、この申請書が受理された日から３年を超え

ることはできません。 

２ この申請書は、支援金の交付の取消しの通知を受けた日から10日以内に提出してくださ

い。 

第12号様式（第14条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

高知県知事          □印  

 

支援金交付決定取消し通知書 

 

高知県産業人材定着支援基金条例第11条の規定に基づき下記のとおり支援金の交付を取り消しま

したので、高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第14条の規定により通知します。 

なお、既に交付を受けた支援金については、同条例第12条第１項の規定によりその全額を県に返

還しなければなりません。 

 

記 

 

１ 支援金の交付を取り消した理由 

 

 

 

 

 

２ 支援金を交付した年月日 

年  月  日 

 

３ 返還が必要な支援金の額（既に交付した支援金の額） 

円 

 

４ 支援金の返還期日 

年  月  日 
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第14号様式（第15条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

高知県知事          □印  

 

支援金返還猶予承認通知書 

 

年  月  日付けで申請がありました支援金の返還の猶予については、高知県産業人

材定着支援基金条例第12条第１項の規定に基づき下記のとおり承認しましたので、高知県産業人材

定着支援基金条例施行規則第15条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 返還が必要な支援金の額 

円 

 

２ 通知している支援金の返還期日 

年  月  日 

 

３ 猶予後の支援金の返還期日 

年  月  日 

 

第15号様式（第16条関係） 

年  月  日 

 

高知県知事 様 

 

被交付者 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

 

支援金返還分割納付承認申請書 

 

高知県産業人材定着支援基金条例第12条第２項の規定に基づき下記のとおり支援金の返還の分割

納付をしたいので、高知県産業人材定着支援基金条例施行規則第16条第１項の規定により申請しま

す。 

 

記 

 

１ 支援金の交付を受けた年月日 

年  月  日 

 

２ 交付を受けた支援金の額 

円 

 

３ 猶予後の支援金の返還期日 

年  月  日 

 

４ 支援金の返還の分割納付をする予定回数 

回 

 

５ 支援金の返還の分割納付を申請する理由 

 

 

 

 

 

 

注 １ 支援金の返還の分割納付は、支援金の返還を猶予された期間内に、半年賦の均等払方式に

よりしなければなりません。ただし、繰上返還をすることはできます。 

２ この申請書は、支援金の返還の猶予が承認された通知を受けた日から10日以内に提出して

ください。 
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第16号様式（第16条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

高知県知事          □印  

 

支援金返還分割納付承認通知書 

 

年  月  日付けで申請がありました支援金の返還の分割納付については、高知県産

業人材定着支援基金条例第12条第２項の規定に基づき下記のとおり承認しましたので、高知県産業

人材定着支援基金条例施行規則第16条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 返還が必要な支援金の額 

円 

 

２ 猶予後の支援金の返還期日 

年  月  日 

 

３ 支援金の返還の分割納付の方法 

納付額 納付期限 

円 年    月    日 

円 年    月    日 

円 年    月    日 

円 年    月    日 

円 年    月    日 

円 年    月    日 

 

告 示

高知県告示第 5号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第 8号）第 1条第

1項の規定により、救急病院として次のとおり認定した。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　　所　　在　　地　　認定年月日
　認定の有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限

高知整形・脳外　高知市上町四丁目 7　平29・ 1・　平32・ 1・

科病院　　　　　番20号　　　　　　　31　　　　　31

高知県告示第 6号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第54条第 2 項の規定により、育成医療

又は更生医療を担当する指定自立支援医療機関として次のとおり

指定した。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の

名称

さが薬局

医療機関の所在地

幡多郡黒潮町佐賀

701－ 2

指定に

係る自

立支援

医療の

種類

育成医

療及び

更生医

療

指定に

係る自

指定

年月

日

平成

28年

12月

1日

業務

育成医療

又は更生

医療に関

係がある

診療科に

おいて担

当する医

療の種類

育成医療

又は更生

医療に関

高知県告示第 7号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63条第 1号の規定に

より、次のとおり育成医療又は更生医療を担当する指定自立支援

医療機関から業務の廃止について届出があった。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直
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高知県告示第 8号

平成28年11月高知県告示第629号（地籍調査の事業計画の一部

変更）で一部変更した、同年 5 月高知県告示第295号（地籍調査

の事業計画の定め）で告示した平成28年度における地籍調査の事

業計画の定めの一部を変更したので、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第 6条の 3第 5項の規定により次のとおり告示する。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第 9号

土佐清水市有永の一部地区、四万十市竹島の一部地区、香美市

香北町川ノ内、香北町横谷、物部町大栃及び物部町柳瀬の各一部

地区、本山町北山及び本山の各一部地区並びに越知町片岡の一部

地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第

180号）第19条第 2 項の規定により国土調査の成果として認証し

たので、同条第 4項の規定により次のとおり告示する。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査を行った者の名称

( 1 )　土佐清水市

( 2 )　四万十市

( 3 )　香美市

( 4 )　本山町

( 5 )　越知町

2　調査を行った地域及び時期

( 1 )　土佐清水市有永の一部

平成26年度及び平成27年度

( 2 )　四万十市竹島の一部

平成25年度から平成27年度まで

( 3 )　香美市香北町川ノ内、香北町横谷、物部町大栃及び物部

町柳瀬の各一部

平成26年度及び平成27年度

( 4 )　長岡郡本山町北山及び本山の各一部

平成26年度及び平成27年度

( 5 )　高岡郡越知町片岡の一部

平成23年度及び平成24年度

3　成果の名称

( 1 )　土佐清水市地籍図及び地籍簿

( 2 )　四万十市地籍図及び地籍簿

( 3 )　香美市地籍図及び地籍簿

( 4 )　本山町地籍図及び地籍簿

( 5 )　越知町地籍図及び地籍簿

4　認証年月日

平成29年 1月10日

高知県告示第10号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、平成29年 1月10日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県高知土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　高知北環状

3　道路の区域

高知県告示第11号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成29年 1月10日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県高知土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　高知北環状

3　道路の区域

医療機関の

名称

岩本薬局

医療機関の所在地

室戸市室津2648番地

2

立支援

医療の

種類

育成医

療及び

更生医

療

の廃

止年

月日

平成

28年

11月

1日

係がある

診療科に

おいて担

当する医

療の種類

区分

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

調査期間

平成28年

度中

〃

〃

調査を行う

者の名称

安芸市

香美市

本山町

調査地域

安芸市伊尾木、舞川及び古

井の各一部

安芸市伊尾木、舞川、古井

及び赤野の各一部

香美市土佐山田町西又、香

北町有瀬、香北町谷相、物

部町大栃、物部町柳瀬、物

部町押谷及び物部町安丸の

各一部並びに香北町東山

香美市土佐山田町西又、土

佐山田町西後入、香北町有

瀬、香北町谷相、香北町中

谷、香北町横谷、物部町大

栃、物部町柳瀬、物部町押

谷及び物部町安丸の各一部

並びに香北町東山

長岡郡本山町北山の一部

変更後 長岡郡本山町北山及び上関

の各一部

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高知市高須砂地177

番 9 から

高知市高須字長場江

塩田南ノ丸337番 3

まで

〜 579前

〜 579後

31.7

93.9

34.7

93.9

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

579
平成29年 1月11

日

高知市高須砂地177番 9 か

ら

高知市高須字長場江塩田南

ノ丸337番 3 まで

公　　　　　　　告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7号）第25条第 4項の

規定により特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があった

ので、同条第 5項において準用する同法第10条第 2項の規定によ

り次のとおり公告する。

なお、その関係書類は、平成28年12月26日から 2月間高知県文

化生活部県民生活・男女共同参画課において公衆の縦覧に供す

る。

平成28年12月26日（掲示済）
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高知県知事　尾﨑　正直

申請の

あった

年月日

平成28

年 8 月

10日

申請に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

日高わ

のわ会

変

更

前

代表者の

氏名

濱田　善

久

主たる

事務所

の所在

地

高岡郡

日高村

沖名 3

－ 2

定款に記載された

目的

この法人は、高齢

者、子育て中の父

母、子どもたち、

障害者（知的・精

神・身体障害者、

難病）、ボランテ

ィアに対して、①

喫茶わのわの運営

②行政からの受託

事業③障害者自立

支援法に規定する

障害者支援施設、

障害福祉サービス

事業、相談支援事

業、地域活動支援

センターを経営す

る事業④コミュニ

ティー産業の開発

とインフォーマル

サービスの提供⑤

地域や家庭におけ

る子育て支援とネ

ットワークづくり

⑥住民主体のまち

づくりを目指した

人材育成とネット

ワークづくり等を

行い、住民自ら自

分たちの暮らしの

中で起こってくる

社会的な課題を自

分たちで、解決し

ていくためのコミ

ュニティー産業を

開発、展開し住民

の就労の場を提供

〃変

更

後

〃 〃

すると共に、年齢

や障害に関係なく

社会参加できるノ

ーマライゼーショ

ンの実現を目指す

ことを目的とす

る。

この法人は、高齢

者、子育て中の父

母、子どもたち、

障害者（知的・精

神・身体障害者、

難病）、ボランテ

ィアに対して、①

喫茶わのわの運営

②行政からの受託

事業③障害者総合

支援法に規定する

障害者支援施設、

障害福祉サービス

事業、相談支援事

業④コミュニティ

ー産業の開発とイ

ンフォーマルサー

ビスの提供⑤地域

や家庭における子

育て支援とネット

ワークづくり⑥住

民主体のまちづく

りを目指した人材

育成とネットワー

クづくり等を行

い、住民自ら自分

たちの暮らしの中

で起こってくる社

会的な課題を自分

たちで、解決して

いくためのコミュ

ニティー産業を開

発、展開し住民の

就労の場を提供す

ると共に、年齢や

障害に関係なく社

会参加できるノー

マライゼーション

の実現を目指すこ

とを目的とする。

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

平成29年 1月10日

高知県知事　尾﨑　正直

許可番号
開発許可を受けた

者の住所及び氏名

南国市稲生2419番

地

山本　直人、山本

　美佳

平成28年 8 月25日

28高都計第250号

開発区域に含まれる

地域の名称

南国市稲生字ミサビ

2544番地 1
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